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平成 30年度より全国健康保険協会（注 1）に、

インセンティブ制度が導入されました。 

本制度は、５つの評価指標に基づき、全国

健康保険協会の支部ごとの実績（加入者の実

績の合計値）を評価し、上位となった支部に

対して、結果に応じた報奨金（インセンティ

ブ）が付与され、健康保険料率（注 2）の引下

げが行われます（翌々年度の健康保険料率に

反映されます）。 

一方、実績が下位となった場合は、健康保

険料率の引上げが行われるため、全国健康保

険協会富山支部（以下「当支部」という。）に加入する富山県下の事業所におかれても、

ご負担いただく健康保険料を抑えるための重要な制度となります 

今般、当支部では、事業所における本制度への取組を促進するため、事業所ごとに５

つの評価指標の実績等を「見える化」するインセンティブレポートの発行を開始しまし

た。また、本制度の理解が視覚的に深まるよう、５つの評価指標ごとにシンボルマーク

を作成しました。 

今後、当支部においては、加入者一人ひとりの行動が健康保険料に影響することを広

く周知するとともに、５つの評価指標の実績向上に向けた取組を進めてまいります。つ

いては、本制度に係る取組を各種報道等で積極的にご周知いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

（注 1）平成 20年 10月１日、国の政府管掌健康保険事業を継承し、これを運営する法人として
設立されました。主に、中小企業で働く従業員とその家族が加入する健康保険の保険者とし
て健康保険事業を行っています。約 222万事業所、約 3,940万人の加入者からなる日本最大
の医療保険者であり、当支部には、県内約１万 9,000事業所、約 41万人の方が加入されてい
ます（平成 31年３月時点）。 

（注 2）令和元年度における全国健康保険協会の平均保険料率は 10.00％です。また、医療費等に
よって全国 47支部（都道府県）ごとに健康保険料率は異なります（最高 10.75％～最低 9.63％、
富山支部は 9.71％）。 

事業所別インセンティブレポートの発行を開始 

～ 健康保険料負担の軽減に向けて、事業所の課題を「見える化」 ～ 
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【インセンティブレポート】 



（１）背景 

インセンティブ制度は、閣議決定された日本再興戦略改定 2015 や未来投資戦略 2017

等を踏まえ、平成 30年度より導入されました。本制度は、支部ごとの加入者及び事業主

の医療費適正化に向けた行動等を下記の５つの指標で評価します。また、評価結果は現

在の保険料率に反映されます（平成 30年度結果は令和２年度保険料率に反映）。 

① 特定健診等の受診率 

② 特定保健指導の実施率 

③ 特定保健指導対象者の減少率 

④ 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 

⑤ 後発医薬品の使用割合 

令和元年度における全国健康保険協会の平均保険料率は 10.00％ですが、生産年齢人口

の減少や医療費の増加等により将来の引上げが予想されており、国の試算では、2025 年

度に 10.00％～10.80％、2040年度に 10.80％～12.10％まで引き上がる見通しが示されて

います。 

将来の医療費の抑制においては、加入者一人ひとりの健康の保持増進や早期治療、後

発医薬品の使用といった医療費適正化の行動等を推進していくことが重要です。 

また、市町村国民健康保険や健康保険組合、共済組合等の医療保険者においても、保

険者努力支援制度や後期高齢者支援金の加算・減算制度等、本制度と類似の制度が創設

されており、当支部の加入者のみならず県一体となった取組を進めていくことが求めら

れています。 

当支部では、これまでも富山県や健康保険組合連合会富山連合会等と連携し、経済団

体の支援を得ながら、「とやま健康企業宣言」等の取組を通じて、事業所における加入者

の健康づくりの支援を進めてまいりました（令和元年 7 月 31 日現在、348 社が宣言を行

い、健康づくりを実施）。 

今後は、「とやま健康企業宣言」等の関係団体との協働による健康寿命延伸に向けた取

組を進めていくとともに、加入者一人ひとりの行動が健康保険料に影響することを広く

周知し、５つの評価指標の実績向上を目指してまいります。 

（２）インセンティブレポートの概要 

インセンティブレポートは、事業所ごとに５つの評価指標の実績や全国平均との比較、

対応策等を記載するとともに、当支部の順位や保険料率への影響等を示すことで、事業

主等の行動変容を促すツールです。 

個人情報保護の観点から、加入者 50名未満の事業所より発行の希望があった場合には、

個人を特定できる恐れがある項目についてブランク処理を行う等、必要な加工を行った

上で提供します。 

【別添１】インセンティブレポート（サンプル） 

（３）シンボルマーク 

シンボルマークは、評価指標ごとにその内容や背景を踏まえて作成しました。インセ

ンティブレポートやホームページ、リーフレット等の各種広報に活用してまいります。 

【別添２】インセンティブ制度の評価指標ごとのシンボルマーク一覧 


